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自
動
車
に
係
る
国
民
負
担
の
軽
減
及
び
道
路
交
通
の
安
全
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
自
動
車
が
国
民
生
活
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
自
動
車
に
係
る
国
民
負
担
の

軽
減
及
び
道
路
交
通
の
安
全
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
重
量
税
等
に
関
す
る
措
置
） 

第
二
条 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
条
の
十
一
か
ら
第
九
十
条
の
十
一
の
三
ま
で
に
規

定
す
る
自
動
車
重
量
税
率
の
特
例
を
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

前
項
の
措
置
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
減
収
を
補
塡
す
る
観
点
等
か
ら
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
の
額
を
引
き
上
げ
る
も
の

と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
任
意
自
動
車
保
険
料
に
係
る
所
得
控
除
の
導
入
） 

第
三
条 

自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
塡
補
す
る
こ
と
を
約
し
、保
険
料
等
を
収
受
す
る
保
険
等（
自

動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
責
任
保
険
及
び
責
任
共
済
を
除
く
。
）
の



 

  
 

二

保
険
料
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
任
意
自
動
車
保
険
料
」
と
い
う
。
）
に
係
る
若
年
者
の
負
担
が
過
重
な
も
の
で
あ
る

こ
と
等
に
鑑
み
、
任
意
自
動
車
保
険
料
に
係
る
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
所
得
税
の
額
の
計
算
に
当
た
っ
て
、
個
人
が
各

年
に
お
い
て
任
意
自
動
車
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合
に
、
そ
の
年
中
に
支
払
っ
た
任
意
自
動
車
保
険
料
の
額
を
、
そ
の
個
人

の
そ
の
年
分
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
等
か
ら
控
除

す
る
制
度
を
設
け
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

個
人
の
道
府
県
民
税
（
都
民
税
を
含
む
。
）
及
び
市
町
村
民
税
（
特
別
区
民
税
を
含
む
。
）
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
も
、

前
項
と
同
様
の
制
度
を
設
け
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
会
社
管
理
高
速
道
路
の
料
金
の
減
額
等
に
関
す
る
措
置
） 

第
四
条 

会
社
管
理
高
速
道
路
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
会
社
管
理
高
速
道
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
行
者
及
び
利
用
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た

め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
が
負
う
承
継
債
務
（
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債

務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
承
継
債
務
を
い
う
。
）
の
返
済
を
完
了
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
日
を
延
期
し
、
会
社
管
理
高
速
道
路
に
係
る
料
金
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る



  
 

三

料
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
徴
収
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
よ
り
、
料
金
の
減
額
を
行
う
も
の
と
し
、

政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
会
社
管
理
高
速
道
路
の
通
行
者
及
び
利
用
者
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
料
金
の
体
系
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
が
道
路
整
備
特
別
措

置
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、
又
は
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び

災
害
復
旧
を
行
う
会
社
管
理
高
速
道
路
の
通
行
に
つ
い
て
の
対
距
離
制
の
料
金
に
上
限
を
定
め
、
一
定
の
距
離
を
超
え
る
通

行
に
つ
い
て
の
料
金
を
定
額
と
す
る
等
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
先
進
安
全
技
術
免
許
の
創
設
等
） 

第
五
条 

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
上
の
自
動
車
の
種
類
と
し
て
、
新
た
に
先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動

車
（
衝
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ
、
ペ
ダ
ル
踏
み
間
違
い
時
加
速
抑
制
装
置
そ
の
他
の
交
通
事
故
の
防
止
及
び
交
通
事
故
に
よ

る
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
技
術
を
搭
載
し
た
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
区
分
を

設
け
る
と
と
も
に
、
免
許
（
同
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）



 

  
 

四

の
種
類
と
し
て
、
新
た
に
、
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動
車
に
限
定
す
る
先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動
車
免
許
（
同
項
及
び
第
三
項
に
お

い
て
「
先
進
安
全
技
術
免
許
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

近
年
、
人
の
死
亡
を
伴
う
交
通
事
故
の
発
生
件
数
の
う
ち
七
十
五
歳
以
上
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
等
に
係
る
交
通
事
故

の
発
生
件
数
の
占
め
る
割
合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
七
十
五
歳
以
上
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
等
に
係
る
交
通
事
故
が
大

き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
免
許
（
先
進
安
全
技
術
免
許
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
七
十
五
歳
以
上
の
者
が
、
そ
の
者
の
免
許
の
種
類
に
応
じ
て
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
等

（
先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動
車
を
除
く
。
）
を
運
転
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
に
よ
り
道
路
に
お
け
る
交
通
の
危

険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
そ
の
者
の
免
許
を
取
り
消
し
、
併
せ

て
先
進
安
全
技
術
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
設
け
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措

置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



  
 

五

３ 

政
府
は
、
前
項
の
制
度
に
よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
併
せ
て
先
進
安
全
技
術
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
が
先
進
安
全
技
術

搭
載
自
動
車
を
購
入
す
る
場
合
等
に
、
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
の
負
担
の
軽
減
を

最
大
限
に
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動
車
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
措
置
） 

第
六
条 

先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動
車
の
普
及
が
自
動
車
に
係
る
交
通
事
故
の
防
止
及
び
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
に
資

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
普
及
を
促
進
す
る
た
め
、
先
進
安
全
技
術
搭
載
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
重

量
税
、
自
動
車
税
及
び
軽
自
動
車
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  
 

七

 
 

 
 
 

理 

由 

 

自
動
車
が
国
民
生
活
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
自
動
車
に
係
る
国
民
負
担
の
軽
減
及
び
道
路
交
通
の

安
全
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


